
スタート

利子の支払先は個人で
すか？

ＮＯ

　
ＹＥＳ

同族会社が発行する私
募債ですか？
(同族会社の判定については、税
務署へお尋ねください。）

ＮＯ
平成28年1月1日以後
に発行した私募債で
すか？

ＮＯ

ＹＥＳ ＹＥＳ

利子の支払先は、同族会
社の役員等ですか？

ＮＯ

ＹＥＳ

利子割、配当割のいず
れも納入申告する必要
はありません。

利子割の納入申告が
必要です。

配当割の納入申告が
必要です。

法人へ支払う利子につ
いては、利子割、配当
割のいずれも納入申告
する必要はありませ
ん。

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓

配当割担当

　075-414-4434

私募債の利子に係る地方税について

平成28年1月1日以後に支払う私募債の利子は、どのように取り扱えばいいのですか？

　

利子の受取人自身が所
得税の確定申告を行うこ
とによって、地方税も総
合課税となります。
(利子を受け取った年の翌年
に、他の所得分と合わせて課
税された住民税の納税通知書
が届きます。）

納入申告書用紙をお送りしますので、京都府税務課の
担当まで連絡してください。

法人の利子は、法人府
民税法人税割として課
税されます。
（法人の利子割が廃止された
ことに伴い、法人税割からの
利子割控除も廃止されまし
た。）

利子割担当

075-414-4440


